
鈴
木　

い
い
え
。
海
外
へ
の
直
接
投
資

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

海
外
所
在
業
者
で
あ
っ
て
も
、
日
本
の

居
住
者
を
対
象
に
有
価
証
券
の
取
得
勧

誘
を
行
う
場
合
は
、
日
本
の
金
融
商
品

取
引
法
に
基
づ
く
登
録
が
必
要
で
す
。

日
本
人
向
け
に
日
本
語
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
開
設
す
る
こ
と
も
、
日
本
の
居
住

者
を
対
象
と
し
た
勧
誘
行
為
に
当
た
り

ま
す
。
ま
た
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、

国
内
で
無
登
録
の
業
者
か
ら
仲
介
を
受

託
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

Ｆ
Ｐ　

そ
れ
で
は
、
顧
客
を
紹
介
す
る

だ
け
な
ら
、
勧
誘
に
は
当
た
ら
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

鈴
木　

紹
介
先
の
業
者
か
ら
紹
介
料
を

受
領
し
て
い
る
と
、
取
引
の
仲
介
に
当

た
り
、
そ
の
業
者
の
勧
誘
行
為
の
一
部

を
担
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性

が
高
い
で
し
ょ
う
。

Ｆ
Ｐ
が
無
登
録
業
者
に
顧
客
を
紹

介
す
る
こ
と
は
、
勧
誘
に
あ
た
ら

な
く
て
も
違
法
行
為
と
な
る
。

解
説

　

海
外
の
金
融
商
品
に
限
ら
ず
、
顧
客

の
商
品
購
入
の
取
次
ぎ
や
サ
ポ
ー
ト
が

法
令
違
反
と
な
る
ケ
ー
ス
に
は
、
①
商

品
が
違
法
、
②
購
入
先
が
違
法
、
③
行

為
が
違
法
と
い
う
３
つ
の
要
因
が
あ
り
、

こ
れ
ら
が
複
合
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　

海
外
の
金
融
商
品
が「
違
法
な
商
品
」

に
当
た
る
例
と
し
て
は
、
詐
欺
商
品
の

よ
う
な
も
の
以
外
に
、
保
険
商
品
が
挙

げ
ら
れ
る
。
海
外
の
保
険
は
、
海
外
旅

行
保
険
等
の
一
部
の
例
外
（
法
令
に
限

定
列
挙
さ
れ
て
い
る
）
を
除
き
、
日
本

の
居
住
者
が
加
入
す
る
こ
と
は
違
法
と

な
る（
保
険
業
法
第
１
８
６
条
第
１
項
・

２
項
）。
こ
の
点
は
た
と
え
現
地
で
契

約
し
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

オ
フ
シ
ョ
ア
フ
ァ
ン
ド
投
資
と
し
て

最
も
普
及
し
て
い
る
の
は
、
フ
ァ
ン
ド

ラ
ッ
プ
に
よ
り
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
運
用

を
行
う
積
立
投
資
（
年
金
プ
ラ
ン
）
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
オ
フ
シ
ョ
ア
地
域
に

拠
点
を
お
く
保
険
会
社
（
い
わ
ゆ
る
オ

フ
シ
ョ
ア
生
保
）
の
保
険
商
品
で
あ
り
、

そ
の
多
く
は
「
違
法
な
商
品
」
に
当
た

る
が
、
オ
フ
シ
ョ
ア
生
保
の
中
に
は
、

日
本
人
向
け
に
保
険
機
能
を
カ
ッ
ト
し

た
商
品
を
提
供
し
て
い
る
会
社
も
あ
る
。

　

先
ご
ろ
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
ま
で
流
し
て

い
た
投
資
助
言
業
者
Ａ
社
へ
の
行
政
処

分
（
６
ヵ
月
間
の
業
務
停
止
）
が
大
々

的
に
報
じ
ら
れ
た
が
、
同
社
の
取
り
扱

っ
て
い
る
商
品
自
体
に
違
法
性
は
な
い
。

Ａ
社
に
行
政
処
分
が
下
さ
れ
た
日
に
は
、

同
時
に
Ａ
社
の
ほ
か
２
社
の
投
資
助
言

業
者
に
行
政
処
分
が
下
さ
れ
た
。
３
社

に
共
通
す
る
理
由
は
「
無
登
録
で
外
国

投
資
証
券
の
募
集
又
は
私
募
の
取
扱
い

（
す
な
わ
ち
勧
誘
）
を
行
っ
て
い
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
Ａ
社
に
つ
い
て

は
、
他
の
法
令
違
反
も
あ
っ
た
た
め
、

処
分
内
容
が
他
社
よ
り
重
く
な
っ
て
い

る
）。

　

過
去
に
も
、
同
じ
理
由
で
複
数
の
投

資
助
言
業
者
や
金
融
商
品
仲
介
業
者
が

行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
。

　

勧
誘
行
為
と
み
な
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト

は
、
フ
ァ
ン
ド
会
社
や
販
売
代
理
店
か

ら
紹
介
料
を
受
領
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
が
、
中
に
は
、
受
領
し
た
紹
介
料
を

下
請
け
・
孫
請
け
の
業
者
に
配
分
し
、

い
わ
ゆ
る
マ
ル
チ
商
法
的
な
営
業
を
行

っ
て
い
た
例
も
あ
っ
た
。
こ
の
元
請
け

〜
孫
請
け
の
各
階
層
に
多
数
の
Ｆ
Ｐ
が

関
与
し
て
お
り
、
顧
客
に
詐
欺
的
商
品

を
購
入
さ
せ
て
損
害
賠
償
の
訴
訟
を
起

こ
さ
れ
た
Ｆ
Ｐ
会
社
も
あ
る
。

金
融
庁
が
Ｈ
Ｐ
で
公
開
し
て
い
る

無
登
録
業
者
に
は
厳
重
注
意
！

　

海
外
フ
ァ
ン
ド
の
購
入
に
当
た
っ
て

は
、
商
品
選
択
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
設

計
の
た
め
に
、
投
資
助
言
業
者
と
助
言

契
約
を
結
ぶ
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い

る
。
投
資
助
言
業
者
が
フ
ァ
ン
ド
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
的
な
役
割
を
担
う
わ
け
で
、

海
外
業
者
の
場
合
は
、
一
任
契
約
を
締

結
す
る
こ
と
も
多
い
。
日
本
人
向
け
に

営
業
を
し
て
い
る
海
外
業
者
の
大
多
数

は
香
港
所
在
の
業
者
（
い
わ
ゆ
る
香
港

Ｉ
Ｆ
Ａ
）
で
あ
る
。

　

香
港
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
は
無
許
可
の
業
者
も

多
数
存
在
す
る
が
、
正
規
の
業
者
は
保

険
（
Ｐ
Ｉ
Ｂ
Ａ
ｏ
ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｂ
）
と
証
券

（
Ｓ
Ｆ
Ｃ
）
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
持
ち
、

自
国
に
お
い
て
は
投
資
助
言
と
と
も
に

商
品
の
販
売
（
勧
誘
）
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
だ
が
、
日
本
国
内
で
は
投
資

助
言
を
行
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
し

か
し
実
際
は
、
無
登
録
の
ま
ま
日
本
の

居
住
者
に
対
す
る
勧
誘
行
為
を
行
っ
て

い
る
業
者
も
少
な
く
な
い
。
顧
客
を
そ

う
し
た
違
法
業
者
に
紹
介
す
る
こ
と
は
、

た
と
え
勧
誘
に
当
た
ら
な
く
と
も
、
そ

の
違
法
行
為
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

金
融
庁
は
、
海
外
所
在
業
者
を
含
め
、

無
登
録
の
業
者
に
は
行
政
処
分
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
当
該
業
者
に

警
告
書
を
発
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
業
者
名
を
公
開
し
て
い
る
。

国
内
所
在
の
無
登
録
業
者
で
あ
っ
て
も
、

今
の
と
こ
ろ
刑
事
罰
が
科
せ
ら
れ
た
事

例
は
な
く
、
下
請
け
・
孫
請
け
業
者
ま

で
は
捕
捉
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、

昨
今
の
金
融
庁
の
動
き
か
ら
み
て
、
現

在
の
よ
う
な
野
放
し
状
態
が
今
後
も
続

く
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

Ｆ
Ｐ　

オ
フ
シ
ョ
ア
フ
ァ
ン
ド
を
扱
っ

て
い
る
と
い
う
会
社
か
ら
、
提
携
の
誘

い
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
顧
客
を
紹
介

す
る
と
手
数
料
が
貰
え
る
そ
う
な
ん
で

す
。
こ
れ
っ
て
違
法
で
し
ょ
う
か
ね
？

鈴
木　

海
外
の
商
品
に
限
ら
ず
、
日
本

国
内
で
有
価
証
券
の
取
得
勧
誘
を
行
う

た
め
に
は
、
有
価
証
券
の
種
類
に
よ
っ

て
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
か
第
二
種

金
融
商
品
取
引
業
、
ま
た
は
金
融
商
品

仲
介
業
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　

登
録
を
受
け
ず
に
勧
誘
行
為
を
行
え

ば
、
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
５
０

０
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
こ
れ
ら

の
併
科
と
い
う
罰
則
が
あ
り
ま
す
よ
。

Ｆ
Ｐ　

提
携
先
は
、
海
外
に
本
拠
の
あ

る
会
社
の
よ
う
な
の
で
す
が
、
そ
も
そ

も
日
本
人
が
海
外
の
金
融
商
品
に
投
資

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
？

投
資
家
（
日
本
居
住
者
）

海
外
フ
ァ
ン
ド
の
発
行
者

海外の販売代理店

国内の投資助言業者
投資顧問契約

売買（勧誘は違法）

仲介

仲介（違法）

鈴木 克昌

㈱ＦＰスピリット代表取締役

ＣＦＰ®認定者、行政書士、宅
地建物取引主任者、一種証券
外務員・内部管理責任者。
ＦＰ業務と各種法的手続きサ
ポートのほか、事業者の法的
リスク対策を手掛け、公的機
関や企業のコンプライアンス
研修講師も数多く務めてい
る。日本福祉大学非常勤講師。

図表　海外ファンド購入の流れ

ＦＰのための

 参照情報  金融庁の注意喚起「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html

ケ
で
ー

学

ス

ぶ

第１回

▲

海外ファンドの仲介

鈴木克昌株式会社FPスピリット　代表取締役
CFP®認定者　行政書士

新連載
スタート！

オ
フ
シ
ョ
ア
フ
ァ
ン
ド
に

顧
客
を
紹
介
し
て

手
数
料
を
も
ら
う
の
は

違
法
か
!?

Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｅ

保険業法第186条
（日本に支店等を設けない外国保険業者等）
　日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若し
くは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国
籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約（政令で定め
る保険契約を除く。次項において同じ。）を締結してはならな
い。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限
りでない。
２　日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住
所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は
日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込
みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府
令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなけれ
ばならない。

参照法令

2014.2 442014.245
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